
設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

林業・木材産業改善資金助成法
第７条
第１項

 林業・木材産業改
善資金貸付資格の
認定

 設定済み

 大分県林業・木材産業
改善資金貸付規則、大
分県林業・木材産業改
善資金事務処理要綱

 ホームページ

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/15
340/rinngyou-
sikin1.html

  未設定   その他

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

沿岸漁業改善資金助成法
第７条
第１項

 沿岸漁業改善資
金貸付資格の認定

 設定済み

 大分県沿岸漁業改善資
金貸付規則、大分県沿
岸漁業改善資金事務処
理要綱、大分県沿岸漁
業改善資金貸付基準
（昭和54年大分県告示
第1157号）

 ホームページ

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/15
340/suisan-
shikin3.html

  未設定   その他

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第１１条
第１項

 信用事業規程の
承認の申請等

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  120日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第１１条
第３項

 信用事業規程の
変更申請等

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  90日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法

第１１条
の８第１
項ただ
し書き

 信用供与等限度
額等超過承認の申
請

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  30日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第１１条
の８第２
項後段

 信用供与等限度
額等超過承認の変
更申請

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  30日  

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法

第１１条
の９た
だし書
き

 特定関係者との
間の取引等の承認
の申請

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  30日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第１１条
の１７第
１項

 共済規程の承認
の申請等

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  120日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第１１条
の１７第
３項

 共済規程の変更  設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  90日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第１１条
の４２第
１項

 信託規程の承認
の申請等

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  30日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第１１条
の４２第
３項

 信託規程の変更  設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  30日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第１１条
の４８第
１項

 宅地等供給事業
実施規程の承認の
申請等

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  30日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第１１条
の４８第
３項

 宅地等供給事業
実施規程の変更

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  30日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第１１条
の５１第
１項

 農業経営規程の
承認の申請等

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  30日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第１１条
の５１第
３項

 農業経営規程の
変更

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  30日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法

第１１条
の６５第
２項た
だし書

 基準議決権数等
を超えて議決権を
有することについ
ての承認の申請

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  30日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第４４条
第２項

 定款の変更の認
可の申請等

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  60日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第５０条
の２第３
項

 信用事業の全部
又は一部の譲渡又
は譲受けの認可の
申請等

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  60日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第５９条
第１項

 設立の認可の申
請

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  60日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第６４条
第２項

 解散の認可の申
請

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  60日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第６５条
第２項

 合併の認可の申
請

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  60日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第７０条
の３第３
項

 新設分割の認可
の申請

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  60日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第８４条
第１項

 消費者生活協同
組合への組織変更
の認可

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  60日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業協同組合法
第８９条
第１項

 医療法人への組
織変更の認可

 設定済み

 農業協同組合、農業協
同組合連合会及び農事
組合法人向けの総合的
な監督指針（平成23年２
月28日付け22経営第
6374号経営局長通知）、
信用監督指針（平成17
年４月１日付け金監第
806号・16経営第8903号
金融庁監督局長・農林
水産省経営局長通知）、
共済監督指針（平成18
年３月31日付け17経営
第7481号経営局長通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  未設定  先例なく設定困難

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業保険法
第３０条
第１項

 設立認可の申請  設定済み

 農業共済団体に対する
監督指針（平成24年３月
27日付け23経営第3130
号経営局長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  60日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業保険法
第５８条
第２項

 定款変更の認可  設定済み

 農業共済団体に対する
監督指針（平成24年３月
27日付け23経営第3130
号経営局長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  60日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業保険法
第６７条
第１項

 合併の認可  設定済み

 農業共済団体に対する
監督指針（平成24年３月
27日付け23経営第3130
号経営局長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  60日  

団体指導・金融
課

団体指導・金融
課

農業保険法
第９４条
第１項

 事業譲渡  設定済み

 農業共済団体に対する
監督指針（平成24年３月
27日付け23経営第3130
号経営局長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  60日  

地域農業振興課 地域農業振興課 肥料の品質の確保等に関する法 第7条  肥料の登録  未設定    法令に基準あり  設定済み  45日  
地域農業振興課 地域農業振興課 肥料の品質の確保等に関する法 第12条  登録の更新  未設定    法令に基準あり  設定済み  1月  

地域農業振興課 地域農業振興課
肥料の品質の確保等に関する法
律

第19条
第2項

 事故肥料の譲渡
許可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  1月  

地域農業振興課 地域農業振興課
環境と調和のとれた食料システ
ム確立のための環境負荷低減事
業活動の促進等に関する法律

第１９条
 環境負荷低減事
業活動の認定

 未設定    先例なく設定困難  未設定   先例なく設定困難

地域農業振興課 地域農業振興課
環境と調和のとれた食料システ
ム確立のための環境負荷低減事
業活動の促進等に関する法律

第２０条
 環境負荷低減事
後湯活動の変更

 未設定    先例なく設定困難  未設定   先例なく設定困難

地域農業振興課 地域農業振興課
環境と調和のとれた食料システ
ム確立のための環境負荷低減事
業活動の促進等に関する法律

第２１条
 特定環境負荷低
減事業活動の認定

 未設定    先例なく設定困難  未設定   先例なく設定困難

地域農業振興課 地域農業振興課
環境と調和のとれた食料システ
ム確立のための環境負荷低減事
業活動の促進等に関する法律

第２２条
 特定環境負荷低
減事業活動の変更

 未設定    先例なく設定困難  未設定   先例なく設定困難

新規就業・経営
体支援課

新規就業・経営
体支援課

農業経営基盤強化促進法（水田
畑地化・集落営農課の所掌に係
る事項を除く。）

第１３条
の２

 数市町村にわたる
事項の処理等

 未設定    法令に基準あり  設定済み  約2ヶ月  

新規就業・経営
体支援課

新規就業・経営
体支援課

大学等における修学の支援に関
する法律

第７条  大学の要件確認  未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

新規就業・経営
体支援課

新規就業・経営
体支援課

大学等における修学の支援に関
する法律

第８条
 授業料等減免の
認定

 未設定    法令に基準あり  未設定   その他

水田畑地化・集
落営農課

水田畑地化・集
落営農課

農業振興地域の整備に関する法
律

第15条
第１項

 市町村が行う土地
利用の勧告に係る
県の調定

 未設定    その他  未設定   その他

水田畑地化・集
落営農課

水田畑地化・集
落営農課

農業振興地域の整備に関する法
律

第15条
の２第１
項

 許可申請
（開発行為）

 設定済み

 農業振興地域制度に関
するガイドラインの制定
について（平成12年４月
１日農林水産省構造改
善局長通知、令和２年３
月31日最終改正）

 ホームページ

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/15
280/nougyoushink
outiiki.html

  未設定   先例なく設定困難

水田畑地化・集
落営農課

振興局 農地法
第４条
第１項

 農地の転用許可
（30a未満）

 設定済み

 農地法関係事務処理要
領の制定について（平成
21年12月11日農林水産
省経営局長及び農村振
興局長通知、令和３年４
月１日最終改正）

 ホームページ

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/15
280/nouchi-
kimari.html

  設定済み  35日  

水田畑地化・集
落営農課

水田畑地化・集
落営農課

農地法
第４条
第１項

 農地の転用許可
（30a以上）

 設定済み

 農地法関係事務処理要
領の制定について（平成
21年12月11日農林水産
省経営局長及び農村振
興局長通知、令和３年４
月１日最終改正）

 ホームページ

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/15
280/nouchi-
kimari.html

  設定済み  35日  

水田畑地化・集
落営農課

振興局 農地法
第５条
第１項

 農地又は採草放
牧地の転用のため
の権利移動許可
（30a未満）

 設定済み

 農地法関係事務処理要
領の制定について（平成
21年12月11日農林水産
省経営局長及び農村振
興局長通知、令和３年４
月１日最終改正）

 ホームページ

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/15
280/nouchi-
kimari.html

  設定済み  35日  

水田畑地化・集
落営農課

水田畑地化・集
落営農課

農地法
第５条
第１項

 農地又は採草放
牧地の転用のため
の権利移動許可
（30a以上）

 設定済み

 農地法関係事務処理要
領の制定について（平成
21年12月11日農林水産
省経営局長及び農村振
興局長通知、令和３年４
月１日最終改正）

 ホームページ

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/15
280/nouchi-
kimari.html

  設定済み  35日  

水田畑地化・集
落営農課

水田畑地化・集
落営農課

農地法
第18条
第１項

 許可申請
（賃貸借の解約）

 設定済み

 農地法関係事務処理要
領の制定について（平成
21年12月11日農林水産
省経営局長及び農村振
興局長通知、令和３年４
月１日最終改正）

 ホームページ

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/15
280/nouchi-
kimari.html

  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

水田畑地化・集
落営農課

水田畑地化・集
落営農課

農地法 第37条
 勧告に係る裁定
申請

 設定済み

 農地法関係事務処理要
領の制定について（平成
21年12月11日農林水産
省経営局長及び農村振
興局長通知、令和３年４
月１日最終改正）

 ホームページ

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/15
280/nouchi-
kimari.html

  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

水田畑地化・集
落営農課

水田畑地化・集
落営農課

農地法
第51条
第1項

 転用許可後の計
画変更申請

 設定済み

 農地法関係事務処理要
領の制定について（平成
21年12月11日農林水産
省経営局長及び農村振
興局長通知、令和３年４
月１日最終改正）

 ホームページ

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/15
280/nouchi-
kimari.html

  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

水田畑地化・集
落営農課

水田畑地化・集
落営農課

旧農地法施行令
第15条
第１項
第１号

 農林水産省が所
管する国有財産の
貸付

 設定済み

 農地法関係事務処理要
領の制定について（平成
21年12月11日農林水産
省経営局長及び農村振
興局長通知、令和３年４
月１日最終改正）

 ホームページ

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/15
280/nouchi-
kimari.html

  未設定  
 難易差があり設定困
難

おおいたブランド
推進課

おおいたブランド
推進課
漁業管理課

卸売市場法 第13条
 地方卸売市場の
認定

 未設定    法令に基準あり  設定済み  30日  
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おおいたブランド
推進課

おおいたブランド
推進課
漁業管理課

卸売市場法

第14条
におい
て準用
する第6
条

 地方卸売市場業
務規程等変更の認
定

 未設定    法令に基準あり  設定済み  30日  

おおいたブランド
推進課

おおいたブランド
推進課

農林水産物及び食品の輸出の促
進に関する法律

第１５条
 輸出証明書の発
行

 設定済み
 海外に輸出される食品
等に関する証明事務取
扱要領

 申請者等の求めに応じ
て提示

  未設定   その他

おおいたブランド
推進課

おおいたブランド
推進課

農林水産物及び食品の輸出の促
進に関する法律

第１７条  適合施設の認定  設定済み
 タイ向け輸出に係る選
果こん包施設認証実施

 ホームページ   未設定   その他

畜産振興課 畜産振興課 家畜取引法
第3条
第7条

 家畜市場の開設・
運営のための登録
登録証の交付、登
録しない旨の理由
の通知

 未設定    法令に基準あり  設定済み  24日  

畜産振興課 畜産振興課 家畜取引法 第9条
 登録事項の変更
登録証の書換交付
登録証の再交付

 未設定    法令に基準あり  設定済み  10日  

畜産振興課 畜産振興課 家畜取引法 第15条
 家畜の売買方法
に関する許可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  14日  

畜産振興課 畜産振興課 家畜取引法
第19条
第1項

 市場再編整備地
域の指定

 未設定    法令に基準あり  設定済み  24日  

畜産振興課 畜産振興課 家畜取引法 第22条
 市場再編整備計
画の変更承認

 未設定    法令に基準あり  設定済み  24日  

畜産振興課 畜産振興課 家畜取引法
第23条
第1項
第1号

 市場再編整備地
域の解除

 未設定    法令に基準あり  設定済み  10日  

畜産振興課 畜産振興課 家畜取引法 第25条
 市場再編地域内
の市場開設等の制

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

畜産振興課 畜産振興課 家畜取引法 第26条

 市場再編地域区
域内への地域家畜
市場の位置移転許
可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  24日  

畜産振興課 畜産振興課 家畜取引法
第27条
の2

 家畜市場の開場
日等の市場外取引
許可申請

 未設定    法令に基準あり  設定済み  14日  

畜産技術室 畜産技術室 家畜改良増殖法
第4条
第1項
第2号

 臨時の種畜検査
種畜証明書の交付

 設定済み

 法第4条第2項、規則第
6条
種畜の等級の判定基準
（昭和59年農林水産省
告示第1542号）
種畜検査執務要領（平
成13年13独セ第217号）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  10日  

畜産振興課
畜産振興課 家畜改良増殖法 第24条

 家畜人工授精所
の開設の許可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  12日  

畜産振興課
畜産振興課 家畜改良増殖法施行規則 第26条

 家畜人工授精師
の免許の申請

 未設定    法令に基準あり  設定済み  12日  

畜産振興課
家畜保健衛生所 家畜改良増殖法施行規則 第29条

 家畜人工授精師
の免許証の書換及
び再交付

 未設定    法令に基準あり  設定済み  12日  

畜産振興課
家畜保健衛生所 家畜改良増殖法施行規則 第32条

 家畜人工授精所
の開設の許可

 未設定    法令に基準あり  未設定  
 難易差があり設定困
難

畜産振興課 畜産振興課 家畜商法

第3条
第1項
第5条
第6条
第2項

 家畜商の免許
家畜商名簿への登
録
家畜商免許証の交
付

 未設定    法令に基準あり  設定済み  18日  

畜産振興課 畜産振興課 家畜商法
第3条
第2項
第1号

 家畜取引業務に
関する講習会を行
う者の指定

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

畜産振興課 畜産振興課 家畜商法
第4条
の2

 家畜商の講習会
受講申請
講習会修了証明書
の交付

 設定済み
 法の定めのほか、大分
県家畜商講習会開催要
領による

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  1日  

畜産振興課 畜産振興課 家畜商法施行令
第1条
の4第1

 講習会の講習免
除

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難
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畜産振興課 畜産振興課 家畜商法施行令 第3条
 家畜商名簿の登
録事項変更

 未設定    法令に基準あり  設定済み  18日  

畜産振興課 畜産振興課 家畜商法施行令
第4条
の3

 従業者の変更等
の場合の家畜商免
許証の交付

 未設定    法令に基準あり  設定済み  18日  

畜産振興課 畜産振興課 家畜商法施行令 第5条
 家畜商免許証の
書換交付

 未設定    法令に基準あり  設定済み  18日  

畜産振興課 畜産振興課 家畜商法施行令 第6条
 家畜商免許証の
再交付

 未設定    法令に基準あり  設定済み  18日  

畜産振興課 畜産振興課 家畜商営業保証金規則 第9条

 営業保証金の取り
戻しに関する申出
書の提出がなかっ
た旨の証明書の交
付

 未設定    法令に基準あり  設定済み  10日  

畜産振興課
畜産技術室

畜産技術室
酪農及び肉用牛生産の振興に関
する法律

第10条
第1項

 酪農事業施設の
配置の承認

 未設定    法令に基準あり  設定済み  40日  

畜産振興課
畜産技術室

畜産技術室
酪農及び肉用牛生産の振興に関
する法律

第12条
第1項

 酪農事業施設の
変更の承認

 未設定    法令に基準あり  設定済み  40日  

畜産振興課
畜産技術室

畜産技術室 養鶏振興法
第5条
第1項

 標準鶏の認定  未設定    法令に基準あり  設定済み  21日  

畜産振興課
畜産技術室

畜産技術室 養鶏振興法
第7条
第1項

 ふ化業者の登録  未設定    法令に基準あり  設定済み  51日  

畜産振興課
畜産技術室

畜産技術室 養鶏振興法
第8条
第1項

 ふ化業者の確認  未設定    法令に基準あり  設定済み  21日  

畜産振興課
畜産技術室

畜産技術室 養鶏振興法施行規則 第13条
 ふ化場の確認の
申請

 未設定    法令に基準あり  設定済み  21日  

畜産振興課
畜産技術室

畜産技術室 養鶏振興法施行規則
第17条
第1項

 変更の届出等  未設定    法令に基準あり  設定済み  21日  

畜産振興課
畜産技術室

畜産技術室 養鶏振興法施行規則
第17条
第2項

 登録証の書換交
付

 未設定    法令に基準あり  設定済み  21日  

畜産振興課
畜産技術室

畜産技術室 養鶏振興法施行規則
第18条
第1項、
第2項

 登録証の再交付  未設定    法令に基準あり  設定済み  21日  

畜産振興課
畜産技術室

畜産技術室
加工原料乳生産者補給金等暫定
措置法

第6条
第1項

 生乳生産者団体
の指定

 未設定    法令に基準あり  設定済み  20日  

家畜衛生飼料室
畜産技術室

畜産技術室 牧野法
第10条
第2項

 改良及び保全指
示の変更認可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  30日  

家畜衛生飼料室
畜産技術室

振興局 養ほう振興法
第4条
第1項

 みつばち転飼許
可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  12日  

畜産振興課 家畜保健衛生所 家畜伝染病予防法
第32条
第1項
第2項

 移動制限除外証
明書の発行

 未設定    法令に基準あり  設定済み  7日  

畜産課
畜産振興課

家畜保健衛生所 家畜伝染病予防法 第8条
 検査、注射、薬浴
又は投薬を受けた
証明書の交付

 未設定    法令に基準あり  設定済み  7日  

畜産課
畜産振興課

畜産振興課 家畜伝染病予防法
第21条
第1項

 死体の焼却等の
義務を免除する知
事の許可

 設定済み

 家畜伝染病予防法死体
の焼却等の義務を免除
する知事の許可審査基
準

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  7日  

畜産課
畜産振興課

畜産振興課 家畜伝染病予防法 第24条
 死体等埋却地を
発掘する場合の知
事の許可

 設定済み

 家畜伝染病予防法死体
等埋却地を発掘する場
合の知事の許可審査基
準

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  14日  

家畜衛生飼料室
畜産振興課

畜産振興課 家畜伝染病予防法 第50条

 農林水産大臣の
指定する動物用生
物学的製剤の使用
許可

 設定済み

 家畜伝染病予防法第50
条の規定に係る動物用
生物学的製剤の使用に
当たっての審査基準及
び処分基準

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  5日  

畜産課
畜産振興課

畜産振興課 獣医療法
第14条
第3項

 診療施設整備計
画の認定

 設定済み

 獣医師法の一部を改正
する法律及び獣医師法
の施行について
大分県における獣医療
を提供する体制の整備
を図るための計画書

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  14日  

畜産課
畜産振興課

家畜保健衛生所 薬機法
第24条
第2項

 動物用医薬品販
売業の許可の更新

 設定済み
 動物用医薬品販売業の
許可と同じ

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  14日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

畜産課
畜産振興課

畜産振興課 薬機法
第26条
第1項

 動物用医薬品店
舗販売業の許可

 設定済み

 薬機法関係事務に係る
技術的な助言について
動物用医薬品等取締規
則の一部を改正する省
令の施行について

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  14日  

畜産課
畜産振興課

畜産振興課 薬機法
第３４条
第１項

 動物用医薬品卸
売販売業の許可

 設定済み

 薬機法関係事務に係る
技術的な助言について
動物用医薬品等取締規
則の一部を改正する省
令の施行について

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  14日  

畜産課
畜産振興課

畜産振興課 薬機法
第30条
第1項

 動物用医薬品配
置販売業の許可

 設定済み

 薬機法関係事務に係る
技術的な助言について
動物用医薬品等取締規
則の一部を改正する省
令の施行について

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  14日  

畜産課
畜産振興課

畜産振興課 薬機法
第33条
第1項

 配置従業者の身
分証明書の交付

 設定済み

 薬機法関係事務に係る
技術的な助言について
動物用医薬品等取締規
則の一部を改正する省
令の施行について

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  14日  

畜産課
畜産振興課

畜産振興課 薬機法
第83条
の２の3
第1項

 動物用医薬品特
例販売業の許可

 設定済み

 薬機法関係事務に係る
技術的な助言について
動物用医薬品等取締規
則の一部を改正する省
令の施行について
動物用医薬品特例販売
業の取扱い品目につい
て

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  14日  

畜産課
畜産振興課

家畜保健衛生所 薬機法施行令
第４５条
第1項

 動物用医薬品販
売業者等の書換交
付申請

 設定済み
 動物用医薬品販売業の
許可と同じ

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  14日  

畜産課
畜産振興課

家畜保健衛生所 薬機法施行令
第4６条
第1項

 動物用医薬品販
売業者等の再交付
申請

 設定済み
 動物用医薬品販売業の
許可と同じ

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  14日  

畜産課
畜産振興課

畜産振興課 動物用医薬品等取締規則
第92条
第1項

 動物用医薬品店
舗販売業の許可申
請

 設定済み

 薬機法関係事務に係る
技術的な助言について
動物用医薬品等取締規
則の一部を改正する省
令の施行について

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  14日  

畜産課
畜産振興課

畜産振興課 動物用医薬品等取締規則
第93条
第１項

 動物用医薬品配
置販売業の許可申
請

 設定済み

 薬機法関係事務に係る
技術的な助言について
動物用医薬品等取締規
則の一部を改正する省
令の施行について

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  14日  

畜産課
畜産振興課

畜産振興課 動物用医薬品等取締規則
第９２条
第1項

 動物用医薬品特
例販売業の許可申
請

 設定済み

 薬機法関係事務に係る
技術的な助言について
動物用医薬品等取締規
則の一部を改正する省
令の施行について
動物用医薬品特例販売
業の取扱い品目につい
て

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  14日  

畜産課
畜産振興課

畜産振興課 動物用医薬品等取締規則
第110
条第1
項

 配置従業者の身
分証明書の申請

 設定済み

 薬機法関係事務に係る
技術的な助言について
動物用医薬品等取締規
則の一部を改正する省
令の施行について
動物用医薬品特例販売
業の取扱い品目につい
て

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  14日  

畜産課
畜産振興課

家畜保健衛生所 動物用医薬品等取締規則
第112
条

 動物用医薬品特
例販売業の販売指
定品目の変更等の
申請

 設定済み
 動物用医薬品特例販売
業と同じ

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  14日  

畜産課
畜産振興課

家畜保健衛生所 動物用医薬品等取締規則 第95条
 動物用医薬品販
売業の許可の更新

 設定済み
 動物用医薬品販売業の
許可と同じ

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  14日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

畜産振興課 畜産振興課 動物用医薬品等取締規則
第94条
第１項

 動物用医薬品卸
売販売業の許可の
申請

 設定済み

 薬機法関係事務に係る
技術的な助言について
動物用医薬品等取締規
則の一部を改正する省
令の施行について

 申請窓口等に備置き  設定済み  14日

農村整備計画課 農村整備計画課 土地改良法
第5条
第1項

 土地改良区設立
認可

 設定済み

 土地改良区の設立手続
及び審査等の要領につ
いて（平成２８年４月１日
27農振第２３６９号　農村
振興局長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  ９０日  

農村整備計画課 農村整備計画課 土地改良法

第96条
におい
て準用
する第
52条第
1項

 換地計画の決定
及び認可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  １８５日  

農村整備計画課 農村整備計画課 土地改良法

第96条
におい
て準用
する第
53条の
4第4項

 換地計画の変更  未設定    法令に基準あり  設定済み  １８５日  

農村整備計画課 農村整備計画課 土地改良法

第96条
におい
て準用
する第
57条の
2第1項

 管理規程の認可  未設定    法令に基準あり  設定済み  １８５日  

農村整備計画課 農村整備計画課 土地改良法

第96条
におい
て準用
する第
57条の
2第3項

 管理規程の変更・
廃止の認可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  １８５日  

農村整備計画課 農村整備計画課 土地改良法
第100
条第1
項

 農業協同組合等
の交換分合計画の
認可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  １８５日  

農村整備計画課 農村整備計画課 土地改良法
第109
条

 農用地の形質変
更の許可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  ９５日  

農村基盤整備課 農村基盤整備課 地すべり等防止法
第11条
第1項

 主務大臣又は都
道府県知事以外の
者のする工事の承
認

 設定済み
 地すべり等防止法の施
行について
(33林野第6086号)

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  20日  

農村基盤整備課 農村基盤整備課 地すべり等防止法
第18条
第1項

 行為の制限の許
可

 設定済み
 地すべり等防止法の施
行について
(33林野第6086号)

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  20日  

農村基盤整備課 農村基盤整備課
農業用ため池の管理及び保全に
関する法律

第８条
 特定農業用ため
池の防災工事の許

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

林務管理課
林務管理課（一
部振興局）

森林法

第11条
（第19
条第1
項第1
号にお
いて都
道府県
知事が
処理す
ることと
されて
いる事

 森林経営計画の
認定

 設定済み
 森林経営計画制度運営
要領

 申請窓口等に備置き   設定済み  30日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由
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担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

林務管理課
林務管理課（一
部振興局）

森林法

第12条
第1項
（第19
条第1
項第1
号にお
いて都
道府県
知事が
処理す
ることと
されて
いる事

 森林経営計画変
更の認定

 設定済み
 森林経営計画制度運営
要領

 申請窓口等に備置き   設定済み  30日  

林務管理課
林務管理課（一
部振興局）

森林法

第12条
第2項
（第19
条第1
項第1
号にお
いて都
道府県
知事が
処理す
ることと
されて
いる事

 森林経営計画変
更の認定

 設定済み
 森林経営計画制度運営
要領

 申請窓口等に備置き   設定済み  30日  

林務管理課 林務管理課 森林法
第50条
第1項

 使用権設定に関
する認可

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林法
第58条
第5項

 使用権設定後の
土地形質変更、工
作物の深・増築等
の承認

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林法

第65条
におい
て準用
する第
50条第
1項

 水の使用権設定
に関する認可

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林法 第66条
 水流における工作
物の使用に関する
認可

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 測量法 第43条
 測量成果の複製
の承認（公共測量）

 未設定    先例なく設定困難  未設定   先例なく設定困難

林務管理課 林務管理課 測量法
第44条
第1項

 測量成果の使用
の承認（公共測量）

 未設定    先例なく設定困難  未設定   先例なく設定困難

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第10条
第1項

 森林組合の信託
規程の承認

 設定済み
 森林経営信託規程例
（S53.7.26林野庁長官通
達）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  ２月  

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第10条
第3項

 森林組合の信託
規程の変更又は廃
止の承認

 設定済み
 森林経営信託規程例
（S53.7.26林野庁長官通
達）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  ２月  

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第12条
（準用
信託法
第46条
第2項）

 検査役の選任  未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第12条
（準用
信託法
第57条
第2項）

 受託者の解任  未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第12条
（準用
信託法
第58条
第4項）

 受託者の解任  未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第12条
（準用
信託法
第62条
第4項）

 新受託者の選任  未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第12条
（準用
信託法
第63条
第1項）

 信託財産管理命
令

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第12条
（準用
信託法
第66条
第2項）

 信託財産管理者
の権限

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第12条
（準用
信託法
第66条
第4項）

 信託財産管理者
の権限

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第12条
（準用
信託法
第74条
第2項）

 受託者の死亡に
より任務が終了し
た場合の信託財産
の帰属等

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第12条
（準用
信託法
第131
条第4
項）

 信託監督人の選
任

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第12条
（準用
信託法
第150
条第1
項）

 特別な事情による
信託の変更を命ず
る裁判

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第12条
（準用
信託法
第165
条第1
項）

 特別な事情による
信託の終了を命ず
る裁判

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第19条
第1項

 森林組合の共済
規程の承認

 設定済み
 森林組合法の施行につ
いて（S53.9.14林野庁長
官通達）第4-1-(2)-イ

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  ２月  

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第19条
第3項

 森林組合の共済
規程の変更又は廃
止の承認

 設定済み
 森林組合法の施行につ
いて（S53.9.14林野庁長
官通達）第4-1-(2)-イ

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  ２月  

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第24条
第1項

 森林組合の林地
処分事業実施規程
の承認

 設定済み
 林地処分事業実施規程
例（S53.7.26林野庁長官
通達）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  ２月  

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第24条
第3項

 森林組合の林地
処分事業実施規程
の変更又は廃止の
承認

 設定済み
 林地処分事業実施規程
例（S53.7.26林野庁長官
通達）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  ２月  

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第25条
第1項

 森林組合の林道
開設の分担金の認

 未設定    先例なく設定困難  未設定
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第26条
の3第1
項

 森林経営規程の
承認

 設定済み
 森林経営規程例
（S53.7.26林野庁長官通
達）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  ２月  

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第26条
の3第3
項

 森林経営規程の
変更又は廃止の承
認

 設定済み
 森林経営規程例
（S53.7.26林野庁長官通
達）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  ２月  

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第61条
第2項

 森林組合の定款
変更の認可

 設定済み
 森林組合模範定款例
（S53.7.26農林水産事務
次官依命通達）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  ２月  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

林務管理課 林務管理課 森林組合法 第78条
 森林組合の設立
の認可

 未設定    先例なく設定困難  設定済み  ２月  

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第83条
第2項

 森林組合の解散
の決議の認可

 未設定    先例なく設定困難  設定済み  ２月  

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第84条
第2項

 森林組合の合併
の認可

 未設定    先例なく設定困難  設定済み  ２月  

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第88条
の3第2
項

 森林組合の吸収
分割の認可

 未設定    先例なく設定困難  未設定   先例なく設定困難

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第100
条第2
項（法
第61条
準用）

 生産森林組合の
定款変更の認可

 設定済み
 森林組合模範定款例
（S53.7.26農林水産事務
次官依命通達）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  ２月  

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第100
条第3
項（法
第78条
準用）

 生産森林組合の
設立の認可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  ２月  

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第100
条第4
項（法
第83条
準用）

 生産森林組合の
解散の決議の認可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  ２月  

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第100
条第4
項（法
第84条
準用）

 生産森林組合の
合併の認可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  ２月  

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第100
条の8
第1項

 （生産森林組合の
株式会社への）組
織変更の認可

 設定済み

  生産森林組合の解散と
清算及び組織変更の手
続の制定について
（H29.3.31林野庁経営課
長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

 設定済み  ２月

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第100
条の16

 （生産森林組合の
合同会社への）組
織変更の認可

 設定済み

  生産森林組合の解散と
清算及び組織変更の手
続の制定について
（H29.3.32林野庁経営課
長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

 設定済み  ２月

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第100
条の22
第1項

 （生産森林組合の
認可地縁団体へ
の）組織変更の認
可

 設定済み

  生産森林組合の解散と
清算及び組織変更の手
続の制定について
（H29.3.33林野庁経営課
長通知）

 申請者等の求めに応じ
て提示

 設定済み  ２月

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第102
条第1
項

 監査規程の承認  設定済み
 森林組合連合会監査事
業指導要領（S53.7.26林
野庁長官通達）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  未設定
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第102
条第1

 監査規程の廃止・
変更

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第108
条の2
第2項

 森林組合連合会
の解散認可

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第108
条の3
第2項
（法第
84条準
用）

 森林組合連合会
の権利義務の包括
承継

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第108
条の5
第2項

 吸収分割の認可  未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第108
条の13
第2項

 新設分割の認可  未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第109
条第1
項（第
10条第
1項準
用）

 森林組合連合会
の信託規程の承認

 設定済み
 森林組合共済事業の実
施について（S53.8.2林野
庁長官通達）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第109
条第1
項（第
10条第
3項準
用）

 森林組合連合会
の信託規程の変
更・廃止承認

 設定済み

 林地処分事業実施規程
例（S53.7.26林野庁長官
通達）
森林組合の施行につい
て（S53.9.14農林水産事
務次官依命通達）第4

 申請者等の求めに応じ
て提示

  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第109
条第1
項（第
12条準
用）

 森林組合連合会
の信託財産を固有
財産とするための
許可

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第109
条第1
項（第
12条準
用）

 森林組合連合会
の信託財産の受託
者の辞任の許可

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第109
条第1
項（第
19条第
1項準
用）

 森林組合連合会
の共済規程の承認

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第109
条第1
項（第
19条第
3項準
用）

 森林組合連合会
の共済規程の変
更・廃止承認

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第109
条第1
項（第
24条第
1項準
用）

 森林組合連合会
の林地処分事業実
施規程の承認

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第109
条第1
項（第
24条第
3項準
用）

 森林組合連合会
の林地処分事業実
施規程の廃止・変
更承認

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第109
条第1
項（第
25条第
1項準
用）

 森林組合連合会
の林道開設の分担
金の認可

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第109
条第1
項（第
26条の
3第1項
準用）

 森林組合連合会
の森林経営規程の
承認

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第109
条第1
項（第
26条の
3第3項
準用）

 森林組合連合会
の森林経営規程の
変更・廃止承認

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第109
条第3
項（法
第61条
第2項
準用）

 森林組合連合会
の定款変更の認可

 設定済み
 森林組合連合会模範定
款例（S53.7.26農林水産
事務次官依命通達）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第109
条第4
項（法
第78条
第1項
準用）

 森林組合連合会
の設立の認可

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合法
第109
条第5

 森林組合連合会
の解散の決議の認

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

林務管理課 林務管理課 森林組合法

第109
条第5
項（法
第84条
第2項を
準用）

 森林組合連合会
の合併の認可

 未設定    先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課 森林組合合併助成法 第２条
 合併及び事業経
営計画の認定

 設定済み

 森林組合合併助成法等
の一部改正の運用につ
いて（S53.4.1林野庁長官
通達）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  14日  

林務管理課 林務管理課
入会林野等に係る権利関係の近
代化の助長に関する法律

第3条
 入会林野整備計
画の認可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  45日  

林務管理課 林務管理課
入会林野等に係る権利関係の近
代化の助長に関する法律

第9条
第1項

 入会林野整備計
画の変更の認可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  45日  

林務管理課 林務管理課
入会林野等に係る権利関係の近
代化の助長に関する法律

第19条
 旧慣使用林野整
備実施の認可

 未設定    法令に基準あり  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

林務管理課 林務管理課
林業労働力の確保の促進に関す
る法律

第5条
第1項

 計画の認定  設定済み
 林業事業体の認定制度
について

 ホームページ   未設定   その他

林務管理課 林務管理課
林業労働力の確保の促進に関す
る法律

第6条
第1項

 計画の変更  設定済み
 林業事業体の認定制度
について

 ホームページ   未設定  
 難易差があり設定困
難

林務管理課 林務管理課
林業労働力の確保の促進に関す
る法律

第6条
第2項

 計画の取消し  設定済み
 林業事業体の認定制度
について

 ホームページ   未設定  
 難易差があり設定困
難

林務管理課 林務管理課
林業労働力の確保の促進に関す
る法律

第１１条  センターの指定  未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

林務管理課 林務管理課
林業経営基盤の強化等のための
資金の融通等に関する暫定措置
法

法第3
条第1
項

 林業経営改善計
画の認定

 設定済み

 大分県木材産業等高度
化推進資金制度運営要
綱
林業経営基盤の強化等
のための資金の融通等
に関する暫定措置法の
施行について（S54.8.23
農林水産事務次官通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  20日  

林務管理課 林務管理課
林業経営基盤の強化等のための
資金の融通等に関する暫定措置
法

法第４
条第１
項

 合理化計画の認
定

 設定済み

 大分県木材産業等高度
化推進資金制度運営要
綱
林業経営基盤の強化等
のための資金の融通等
に関する暫定措置法の
施行について（S54.8.23
農林水産事務次官通

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  20日  

林務管理課 林務管理課
林業経営基盤の強化等のための
資金の融通等に関する暫定措置

法第４
条第２

 合理化計画の認
定（共同）

 設定済み
 大分県木材産業等高度
化推進資金制度運営要

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  20日  

林務管理課 林務管理課
林業経営基盤の強化等のための
資金の融通等に関する暫定措置
法施行令

令第１
条第１
項

 林業経営改善計
画の変更認定

 設定済み

 林業経営基盤の強化等
のための資金の融通等
に関する暫定措置法の
施行について（S54.8.23
農林水産事務次官通
達）第３の４

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  20日  

林務管理課 林務管理課
林業経営基盤の強化等のための
資金の融通等に関する暫定措置
法施行令

令第４
条第１
項

 合理化計画の変
更認定

 設定済み

 林業経営基盤の強化等
のための資金の融通等
に関する暫定措置法の
施行について（S54.8.23
農林水産事務次官通
達）第４の３         合理
化計画認定認定基準

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  20日  

森林保全課 森林保全課 森林法
第10条
の2第1
項

 開発行為の許可  設定済み

 ・大分県林地開発許可
制度実施規則
・大分県林地開発許可
審査要領

 ホームページ   設定済み  90日  

森林保全課 振興局 森林法
第10条
の2第1
項

 開発行為の許可  設定済み

 ・大分県林地開発許可
制度実施規則
・大分県林地開発許可
審査要領

 ホームページ   設定済み  90日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

森林保全課 振興局 森林法
第34条
第1項

 保安林における制
限

 設定済み

 ・保安林及び保安施設
地区の指定、解除等の
取扱いについて(S45.6.2
林野庁長官通達)
・森林法に基づく保安林
及び保安施設地区関係
事務に係る処理基準に
ついて(H12.4.27農林水
産事務次官)

 ホームページ   設定済み  30日  

森林保全課 振興局 森林法
第34条
第2項

 保安林における制
限

 設定済み

 ・保安林及び保安施設
地区の指定、解除等の
取扱いについて(S45.6.2
林野庁長官通達)

 ホームページ   設定済み  30日  

森林保全課 振興局 森林法

第44条
におい
て準用
する第
34条第
1項

 保安林に関する
規定の準用

 設定済み

 ・保安林及び保安施設
地区の指定、解除等の
取扱いについて(S45.6.2
林野庁長官通達)
・森林法に基づく保安林
及び保安施設地区関係
事務に係る処理基準に
ついて(H12.4.27農林水
産事務次官)

 ホームページ   設定済み  30日  

森林保全課 振興局 森林法

第34条
第2項
第44条
におい
て準用
する第
34条第
1項

 保安林に関する
規定の準用

 設定済み

 保安林及び保安施設地
区の指定、解除等の取
扱いについて(S45.6.2林
野庁長官通達)

 ホームページ   設定済み  30日  

森林保全課 森林保全課 地すべり等防止法
第１１条
第１項

 知事等以外の者
の施行する工事の
承認

 設定済み

 ・地すべり防止法の施
行について
（S33.5.27農林省、建設
省次官通達）

 申請窓口等に備置き   設定済み  28日  

森林保全課 森林保全課 地すべり等防止法
第１８条
第１項

 行為の制限  設定済み

 ・地すべり防止法の施
行について
（S33.5.27農林省、建設
省次官通達）
・地すべり区域内におけ
る宅地造成等の大規模
開発審査基準

 申請窓口等に備置き   設定済み  28日  

森との共生推進
室

森共
振興局

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律

第9条
 鳥獣の捕獲等及
び鳥類の卵の採取
等の許可

 設定済み
 第１３次鳥獣保護管理
事業計画

 ホームページ

 
https://www.pref.
oita.jp/soshiki/16
210/hogokanri.ht
ml

  設定済み  10日  

森との共生推進
室

森共
振興局

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律

第15条
第4項

 指定猟法禁止区
域内指定猟法許可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  8日  

森との共生推進
室

森との共生推進
室

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律

第18条
の7第1
項

 鳥獣捕獲等事業
の認定の変更

 未設定    法令に基準あり  設定済み  30日  

森との共生推進
室

森との共生推進
室

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律

第18条
の8第3
項

 認定の有効期間
の更新

 未設定    法令に基準あり  設定済み  60日  

森との共生推進
室

森との共生推進
室

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律

第29条
第7項

 特別保護地区の
区域内における行
為許可

 設定済み
 鳥獣の保護に支障がな
いと認められる行為の指
定

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  15日  

森との共生推進
室

森との共生推進
室

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律

第32条
第1項

 損失の補償  未設定    法令に基準あり  設定済み  10日  

森との共生推進
室

森との共生推進
室

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律

第35条
第3項

 特定猟具使用制
限区域内特定猟具
使用承認

 未設定    法令に基準あり  設定済み  8日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由
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森との共生推進
室

振興局
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律

第39条
第1項

 狩猟免許  設定済み

  鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化に
関する法律細部解釈及
び運用方法について
（R4.9.16環境省自然環
境局長野生生物課長か
ら）
狩猟免許試験実施要領

 申請者等の求めに応じ
て提示

 設定済み  10日  

森との共生推進
室

振興局
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律

第51条
第1項

 狩猟免許更新  設定済み

  鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化に
関する法律細部解釈及
び運用方法について
（R4.9.16環境省自然環
境局長野生生物課長か
ら）
狩猟免許更新実施要領

 申請者等の求めに応じ
て提示

 設定済み  10日  

森との共生推進
室

振興局
森との共生推進
室

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律

第55条
第1項

 狩猟者登録（県内
外）

 設定済み

  鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化に
関する法律細部解釈及
び運用方法について
（R4.9.16環境省自然環
境局長野生生物課長か
ら）
狩猟者登録実施要領

 申請者等の求めに応じ
て提示

 設定済み  10日  

森との共生推進
室

森との共生推進
室

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律

第68条
第1項

 猟区の認可  未設定    法令に基準あり  設定済み  22日  

森との共生推進
室

森との共生推進
室

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律

第71条
第1項

 猟区管理規程の
変更等

 未設定    法令に基準あり  設定済み  22日  

森との共生推進
室

森との共生推進
室

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律

第１８条
の２

 鳥獣捕獲等事業
の認定

 未設定    法令に基準あり  設定済み  60日

森との共生推進
室

森との共生推進
室

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟
の適正化に関する法律

第３８条
の２

 住居集合地域等
における麻酔獣猟
の許可

 未設定    先例なく設定困難  未設定   先例なく設定困難

森林整備室 振興局 林業種苗法
第10条
第1項

 生産事業者の登
録

 設定済み
 林業種苗法の運用につ
いて（林野庁長官通達）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  7日  

森林整備室 振興局 林業種苗法
第20条
第1項

 指定採取源から
の採取に係る種苗
の証明

 設定済み
 林業種苗法の運用につ
いて（林野庁長官通達）

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  15日  

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第11条
の３第1
項

 資源管理規程の
認可、変更認可
（漁協）

 未設定    法令に基準あり  設定済み  22日  

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第11条
の５第１
項

 信用事業規程の
認可（漁協）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第11条
の５第３
項

 信用事業規程の
変更又は廃止の認
可（漁協）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第11条
の６

 外国銀行代理事
業に係る認可（漁

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第11条
の７

 地方公共団体等
への貸付けの最高
限度の認可（漁協）

 未設定    法令に基準あり  設定済み  20日  

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第11条
の14第
１項

 同一人に対する
信用供与額の特例
の承認（漁協）

 未設定    法令に基準あり  設定済み  20日  

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第11条
の14第
2項

 合算信用供与限
度額の特例の承認
（漁協）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第11条
の15

 特定関係者との
間の取引等の特例
の承認（漁協）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第15条
の２第１
項

 共済規程設定の
認可（漁協）

 未設定    法令に基準あり  設定済み  20日  

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第15条
の２第２
項

 共済規程設定の
変更又は廃止の認
可（漁協）

 未設定    法令に基準あり  設定済み  20日  
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漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第15条
の19第
1項

 価格変動準備金
の積立の特例の認
可（漁協）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第15条
の19第
2項

 価格準備変動金
の取り崩しの認可
（漁協）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第17条
の２第3
項

 共済契約の契約
条件の変更の申出
の承認（漁協）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第17条
の11第
１項

 契約条件の変更
に係る承認（漁協）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第17条
の15第
2項

 議決権の取得等
の制限の特例の承
認（漁協）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第34条
の５第1
項

 役員等の兼職又
は兼業の制限の特
例の認可（漁協）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第48条
第２項

 定款の変更の認
可（漁協）

 未設定    法令に基準あり  設定済み  60日  

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第54条
の２第３
項

 信用事業の譲渡
又は譲受けの認可
（漁協）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法 第64条  設立の認可（漁  未設定    法令に基準あり  設定済み  60日  

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第68条
第２項

 解散の決議の認
可（漁協）

 未設定    法令に基準あり  設定済み  60日  

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第69条
第２項

 合併の認可（漁
協）

 未設定    法令に基準あり  設定済み  60日  

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第87条
の２第4
項

 認可対象会社を
子会社とする場合
の認可（漁業協同
組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第91条
第2項

 解散の認可（漁業
協同組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  設定済み  60日  

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第92条
第1項に
おいて
準用す
る第11
条の３
第1項

 資源管理規程の
認可、変更認可
（漁業協同組合連
合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第92条
第1項に
おいて
準用す
る第11
条の５
第1項

 信用事業規程の
認可（漁業協同組
合連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第92条
第1項に
おいて
準用す
る第11
条の５
第３項

 信用事業規程の
変更又は廃止の認
可（漁業協同組合
連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第92条
第1項に
おいて
準用す
る第11
条の６

 外国銀行代理事
業に係る認可（漁
業協同組合連合
会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第92条
第1項に
おいて
準用す
る第11
条の７

 地方公共団体等
への貸付けの最高
限度の認可（漁業
協同組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第92条
第1項に
おいて
準用す
る第11
条の14
第１項

 同一人に対する
信用供与額の特例
の承認（漁業協同
組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第92条
第1項に
おいて
準用す
る第11
条の14
第2項

 合算信用供与限
度額の特例の承認
（漁業協同組合連
合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第92条
第1項に
おいて
準用す
る第11
条の15

 特定関係者との
間の取引等の特例
の承認（漁業協同
組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第92条
第３項
におい
て準用
する第
34条の
５第1項

 役員等の兼職又
は兼業の制限の特
例の認可（漁業協
同組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第92条
第３項
におい
て準用
する第
48条第
２項

 定款の変更の認
可（漁業協同組合
連合会）

 未設定    法令に基準あり  設定済み  60日  

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第92条
第３項
におい
て準用
する第
54条の
２第３項

 信用事業の譲渡
又は譲受けの認可
（漁業協同組合連
合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第92条
第4項に
おいて
準用す
る第64
条

 設立の認可（漁業
協同組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  設定済み  60日  

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第92条
第5項に
おいて
準用す
る第69
条第２
項

 合併の認可（漁業
協同組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  設定済み  60日  

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第1項に
おいて
準用す
る第11
条の５
第１項

 信用事業規定の
認可（水産加工業
協同組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第1項に
おいて
準用す
る第11
条の５
第３項

 信用事業規定の
変更又は廃止の認
可（水産加工業協
同組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第1項に
おいて
準用す
る第11
条の６

 外国銀行代理事
業に係る認可（水
産加工業協同組
合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第1項に
おいて
準用す
る第11
条の７

 地方公共団体等
への貸付けの最高
限度の認可（水産
加工業協同組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第1項に
おいて
準用す
る第11
条の14
第１項

 同一人に対する
信用供与額の特例
の承認（水産加工
業協同組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第1項に
おいて
準用す
る第11
条の14
第2項

 合算信用供与限
度額の特例の承認
（水産加工業協同
組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第1項に
おいて
準用す
る第11
条の15

 特定関係者との
間の取引等の特例
の承認（水産加工
業協同組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第1項に
おいて
準用す
る第15
条の２
第１項

 共済規程設定の
認可（水産加工業
協同組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第1項に
おいて
準用す
る第15
条の２
第２項

 共済規程設定の
変更又は廃止の認
可（水産加工業協
同組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第1項に
おいて
準用す
る第15
条の19
第1項

 価格変動準備金
の積立の特例の認
可（水産加工業協
同組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第1項に
おいて
準用す
る第15
条の19
第2項

 価格準備変動金
の取り崩しの認可
（水産加工業協同
組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第1項に
おいて
準用す
る第17
条の２
第3項

 共済契約の契約
条件の変更の申出
の承認（水産加工
業協同組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第1項に
おいて
準用す
る第17
条の11
第１項

 契約条件の変更
に係る承認（水産
加工業協同組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第1項に
おいて
準用す
る第17
条の15
第2項

 議決権の取得等
の制限の特例の承
認（水産加工業協
同組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第3項に
おいて
準用す
る第34
条の５
第1項

 役員等の兼職又
は兼業の制限の特
例の認可（水産加
工業協同組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第3項に
おいて
準用す
る第48
条第２
項

 定款の変更の認
可（水産加工業協
同組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第3項に
おいて
準用す
る第54
条の２
第３項

 信用事業の譲渡
又は譲受けの認可
（水産加工業協同
組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第4項に
おいて
準用す
る第64
条

 設立の認可（水産
加工業協同組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第5項に
おいて
準用す
る第68
条第２
項

 解散の決議の認
可（水産加工業協
同組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第96条
第5項に
おいて
準用す
る第69
条第２
項

 合併の認可（水産
加工業協同組合）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第100
条第1
項にお
いて準
用する
第11条
の５第１

 信用事業規定の
認可（水産加工業
協同組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第100
条第1
項にお
いて準
用する
第11条
の５第３

 信用事業規定の
変更又は廃止の認
可（水産加工業協
同組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第100
条第1
項にお
いて準
用する
第11条

 外国銀行代理事
業に係る認可（水
産加工業協同組合
連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第100
条第1
項にお
いて準
用する
第11条

 地方公共団体等
への貸付けの最高
限度の認可（水産
加工業協同組合連
合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第100
条第1
項にお
いて準
用する
第11条
の14第

 同一人に対する
信用供与額の特例
の承認（水産加工
業協同組合連合
会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第100
条第1
項にお
いて準
用する
第11条
の14第

 合算信用供与限
度額の特例の承認
（水産加工業協同
組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第100
条第1
項にお
いて準
用する
第11条
の15

 特定関係者との
間の取引等の特例
の承認（水産加工
業協同組合連合
会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第100
条第1
項にお
いて準
用する
第87条
の２第4

 認可対象会社を
子会社とする場合
の認可（水産加工
業協同組合連合
会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第100
条第3
項にお
いて準
用する
第34条
の５第1

 役員等の兼職又
は兼業の制限の特
例の認可（水産加
工業協同組合連合
会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第100
条第3
項にお
いて準
用する
第48条
第２項

 定款の変更の認
可（水産加工業協
同組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第100
条第3
項にお
いて準
用する
第54条
の２第３

 信用事業の譲渡
又は譲受けの認可
（水産加工業協同
組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第100
条第4
項にお
いて準
用する
第64条

 設立の認可（水産
加工業協同組合連
合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第100
条第5
項にお
いて準
用する
第68条
第２項

 解散の決議の認
可（水産加工業協
同組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第100
条第5
項にお
いて準
用する
第69条
第２項

 合併の認可（水産
加工業協同組合連
合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第100
条第5
項にお
いて準
用する
第91条
第2項

 解散の認可（水産
加工業協同組合連
合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法
第100
条の3
第6項

 認可対象会社を
子会社とする場合
の特例（共済水産
業協同組合連合
会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第105
条第1
項にお
いて準
用する
第11条
の15

 特定関係者との
間の取引等の特例
の承認（共済水産
業協同組合連合
会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第105
条第1
項にお
いて準
用する
第15条
の２第１

 共済規程設定の
認可（共済水産業
協同組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第105
条第1
項にお
いて準
用する
第15条
の２第２

 共済規程設定の
変更又は廃止の認
可（共済水産業協
同組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第105
条第1
項にお
いて準
用する
第15条
の19第

 価格変動準備金
の積立の特例の認
可（共済水産業協
同組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第105
条第1
項にお
いて準
用する
第15条
の19第

 価格準備変動金
の取り崩しの認可
（共済水産業協同
組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第105
条第1
項にお
いて準
用する
第17条
の２第3

 共済契約の契約
条件の変更の申出
の承認（共済水産
業協同組合連合
会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第105
条第1
項にお
いて準
用する
第17条
の11第

 契約条件の変更
に係る承認（共済
水産業協同組合連
合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第105
条第3
項にお
いて準
用する
第48条
第２項

 定款の変更の認
可（共済水産業協
同組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第105
条第4
項にお
いて準
用する
第64条

 設立の認可（共済
水産業協同組合連
合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第105
条第5
項にお
いて準
用する
第68条
第２項

 解散の決議の認
可（共済水産業協
同組合連合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 水産業協同組合法

第105
条第5
項にお
いて準
用する
第69条
第２項

 合併の認可（共済
水産業協同組合連
合会）

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課
漁業経営の改善及び再建整備に
関する特別措置法

第4条
第1項

 改善計画の認定  未設定    法令に基準あり  設定済み  10日  

漁業管理課 漁業管理課
漁業経営の改善及び再建整備に
関する特別措置法施行令

第3条
第1項

 改善計画の変更
認定

 未設定    法令に基準あり  未設定   先例なく設定困難

漁業管理課 漁業管理課 漁業協同組合合併促進法 第2条
 合併及び事業経
営計画の認定

 未設定    法令に基準あり  設定済み  50日  

漁業管理課 漁業管理課 漁業法
第106
条第7
項

 漁業権行使規則
等の認可

 設定済み
 漁業権行使規則等作成
及び認可について（水産
庁通達）等

 申請窓口等に備置き   設定済み  15日  

漁業管理課 漁業管理課 漁業法
第106
条第9
項

 漁業権行使規則
等の変更又は廃止
の認可

 設定済み
 漁業権行使規則改廃の
事前同意について（水産
庁通達）等

 申請窓口等に備置き   設定済み  15日  

漁業管理課 漁業管理課 漁業法 第73条  漁業の免許  設定済み
 海区漁場計画の作成等
について（水産庁通達）

 申請窓口等に備置き   設定済み  40日  

漁業管理課 漁業管理課 漁業法
第72条
第6項

 団体漁業権の共
有請求の認可

 設定済み
 漁業権の共有認可申請
に関する照会について
（水産庁通達）

 申請窓口等に備置き   設定済み  40日  

漁業管理課 漁業管理課 漁業法
第76条
第1項

 漁業権の分割又
は変更の認可

 設定済み

 漁業法第22条の事務取
扱上の解釈について（水
産庁通達）
海区漁場計画の作成等
について（水産庁通達）

 申請窓口等に備置き   設定済み  40日  

漁業管理課 漁業管理課 漁業法
第78条
第2項

 個別漁業権を目
的とする抵当権設
定の認可

 未設定    先例なく設定困難  設定済み  40日  

漁業管理課 漁業管理課 漁業法
第79条
第1項

 個別漁業権の移
転の認可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  40日  

漁業管理課 漁業管理課 漁業法
第88条
第1項

 休業中の漁業の
許可

 設定済み
 漁業法第35条、第36条
に関する疑義について
（水産庁通達）

 申請窓口等に備置き   設定済み  40日  

漁業管理課 漁業管理課 漁業法
第88条
第5項

 漁業権行使停止
中の漁業の許可

 設定済み
 漁業法第35条、第36条
に関する疑義について
（水産庁通達）

 申請窓口等に備置き   設定済み  40日  

漁業管理課 漁業管理課 漁業法
第57条
第1項

 知事許可漁業の
許可

 設定済み
 大分県知事許可漁業の
許可又は起業の認可の
取扱い方針

 申請窓口等に備置き   設定済み  44日  

漁業管理課 漁業管理課 漁業法
第161
条

 他人の土地の使
用等の許可

 設定済み  逐条解説　漁業法  申請窓口等に備置き   設定済み  20日  

漁業管理課 漁業管理課 漁業法
第162
条

 他人の土地に立
ち入って漁業を営
む許可

 設定済み  逐条解説　漁業法  申請窓口等に備置き   設定済み  20日  

漁業管理課 漁業管理課 漁業法
第163
条

 漁業に関する測
量等のための他人
の土地への立入り
等の許可

 設定済み  逐条解説　漁業法  申請窓口等に備置き   設定済み  20日  

漁業管理課 漁業管理課 漁業法
第165
条第1
項

 土地又は土地の
定着物の使用権設
定に係る協議の認
可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  40日  

漁業管理課 漁業管理課 漁業法
第165
条第4
項

 使用権設定の協
議に係る土地の形
質変更等の許可

 未設定    先例なく設定困難  設定済み  40日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

漁業管理課 漁業管理課 漁業法
第170
条第1
項

 遊漁規則制定の
認可

 設定済み
 遊漁規則の作成及び認
可について（水産庁通
達）等

 申請窓口等に備置き   設定済み  40日  

漁業管理課 漁業管理課 漁業法
第170
条第3
項

 遊漁規則変更の
認可

 設定済み
 遊漁規則の作成及び認
可について（水産庁通
達）等

 申請窓口等に備置き   設定済み  40日  

漁業管理課 漁業管理課 漁船法
第4条
第1項、
第2項

 漁船の建造、改造
又は転用の許可

 設定済み
 動力漁船の性能の基準
（農林水産省告示）

 申請窓口等に備置き   設定済み  13日  

漁業管理課 漁業管理課 漁船法
第4条
第6項

 許可事項変更の
許可

 設定済み
 動力漁船の性能の基準
（農林水産省告示）

 申請窓口等に備置き   設定済み  13日  

漁業管理課 漁業管理課 漁船法
第6条
第2項

 建造等をすべき期
間の延長の許可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  13日  

漁業管理課 漁業管理課 漁船法 第8条
 工事完成後の認
定

 設定済み
 漁船の認定及び登録の
検認について（水産庁長
官通達）

 申請窓口等に備置き   設定済み  15日  

漁業管理課 漁業管理課 漁船法 第10条  漁船の登録  未設定    法令に基準あり  設定済み  13日  
漁業管理課 振興局 漁船法 第10条  漁船の登録  未設定    法令に基準あり  設定済み  6日  

漁業管理課 漁業管理課 漁船法 第13条  登録票の検認  設定済み
 漁船登録検認基準につ
いて（水産庁長官通達）

 申請窓口等に備置き   設定済み  13日  

漁業管理課 振興局 漁船法 第13条  登録票の検認  設定済み
 漁船登録検認基準につ
いて（水産庁長官通達）

 申請窓口等に備置き   設定済み  6日  

漁業管理課 漁業管理課 漁船法
第17条
第1項

 登録事項変更の
登録

 未設定    法令に基準あり  設定済み  12日  

漁業管理課 振興局 漁船法
第17条
第1項

 登録事項変更の
登録

 未設定    法令に基準あり  設定済み  5日  

漁業管理課 漁業管理課
小型漁船の総トン数の測度に関
する政令

第1条
第1項

 小型漁船の総トン
数の測度

 未設定    法令に基準あり  設定済み  15日  

漁業管理課 漁業管理課
小型漁船の総トン数の測度に関
する政令

第1条
第3項

 小型漁船の総トン
数の改測

 未設定    法令に基準あり  設定済み  15日  

漁業管理課 漁業管理課 大分県漁業調整規則 第4条  漁業の許可  設定済み
 大分県知事許可漁業の
許可又は起業の認可の
取扱い方針

 申請窓口等に備置き   設定済み  13日  

漁業管理課 振興局 大分県漁業調整規則 第4条  漁業の許可  設定済み
 大分県知事許可漁業の
許可又は起業の認可の
取扱い方針

 申請窓口等に備置き   設定済み  37日  

漁業管理課 漁業管理課 大分県漁業調整規則
第16条
第1項

 漁業の変更の許
可

 設定済み
 大分県知事許可漁業の
許可又は起業の認可の
取扱い方針

 申請窓口等に備置き   設定済み  20日  

漁業管理課 振興局 大分県漁業調整規則
第16条
第1項

 漁業の変更の許
可

 設定済み
 大分県知事許可漁業の
許可又は起業の認可の
取扱い方針

 申請窓口等に備置き   設定済み  13日  

漁業管理課 漁業管理課 大分県漁業調整規則 第29条
 許可証の書換え
交付

 設定済み
 大分県知事許可漁業の
許可又は起業の認可の
取扱い方針

 申請窓口等に備置き   設定済み  20日  

漁業管理課 振興局 大分県漁業調整規則 第29条
 許可証の書換え
交付

 設定済み
 大分県知事許可漁業の
許可又は起業の認可の
取扱い方針

 申請窓口等に備置き   設定済み  13日  

漁業管理課 漁業管理課 大分県漁業調整規則 第29条  許可証の再交付  設定済み
 大分県知事許可漁業の
許可又は起業の認可の
取扱い方針

 申請窓口等に備置き   設定済み  20日  

漁業管理課 振興局 大分県漁業調整規則 第29条  許可証の再交付  設定済み
 大分県知事許可漁業の
許可又は起業の認可の
取扱い方針

 申請窓口等に備置き   設定済み  13日  

漁業管理課 振興局 大分県漁業調整規則 第6条  起業の認可  設定済み
 大分県知事許可漁業の
許可又は起業の認可の
取扱い方針

 申請窓口等に備置き   設定済み  20日  

漁業管理課 漁業管理課 大分県漁業調整規則 第6条  起業の認可  設定済み
 大分県知事許可漁業の
許可又は起業の認可の
取扱い方針

 申請窓口等に備置き   設定済み  13日  

漁業管理課 振興局 大分県漁業調整規則
第48条
第1項

 漁場内の岩礁等
の破砕又は砂礫等
の採取許可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  26日  



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由
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担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

漁業管理課 振興局 大分県漁業調整規則
第50条
第1項

 試験研究等のた
めの水産動植物の
採捕の許可

 設定済み

 試験研究等のための水
産動植物の採捕につい
ての許可に関する取扱
い方針

 申請窓口等に備置き   設定済み  26日  

漁業管理課 振興局 大分県漁業調整規則
第50条
第6項

 試験研究等のた
めの水産動植物の
採捕の変更許可

 設定済み

 試験研究等のための水
産動植物の採捕につい
ての許可に関する取扱
い方針

 申請窓口等に備置き   設定済み  26日  

漁業管理課 振興局 大分県漁業調整規則 第33条
 水産動物の採捕
の許可

 設定済み
 内水面における水産動
物の採捕の許可の取扱
い方針

 申請窓口等に備置き   設定済み  6日  

漁業管理課 振興局 大分県漁業調整規則

第33条
第13項
におい
て準用
する23
条第1
項

 採捕の許可の内
容の変更

 未設定  法令に基準あり  設定済み  6日  

漁業管理課 振興局 大分県漁業調整規則

第33条
第13項
におい
て準用
する29
条各号

 許可証の書換え
交付

 未設定    法令に基準あり  設定済み  6日  

漁業管理課 振興局 大分県漁業調整規則

第33条
第13項
におい
て準用
する29
条各号

 許可証の再交付  未設定    法令に基準あり  設定済み  6日  

漁業管理課 振興局 大分県漁業調整規則
第49条
第1項

 漁場内における岩
礁の破砕等の許可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  26日  

水産振興課 水産振興課 沿岸漁場整備開発法
第8条
第1項

 特定水産動物育
成事業の実施に当
たっての認可

 設定済み

 沿岸漁場整備開発法等
の施行について（農林事
務次官通達）
沿岸漁場整備開発法の
運用について

 申請窓口等に備置き   設定済み  75日  

水産振興課 水産振興課 沿岸漁場整備開発法
第12条
第1項

 育成水面の区域、
規則の変更認可

 設定済み

 沿岸漁場整備開発法等
の施行について（農林事
務次官通達）
沿岸漁場整備開発法の
運用について

 申請窓口等に備置き   設定済み  75日  

水産振興課 水産振興課 沿岸漁場整備開発法
第15条
第1項

 放流効果実証事
業を実施する者の
指定

 設定済み

 沿岸漁場整備開発法等
の一部を改正する法律
の施行について（農林事
務次官通達）

 申請窓口等に備置き   設定済み  15日  

水産振興課 水産振興課 沿岸漁場整備開発法
第17条
第1項

 指定法人の業務
実施計画の認可

 設定済み

 沿岸漁場整備開発法の
運用について（昭和58年
9月30日 水振第2486号：
水産庁長官通達）

 申請窓口等に備置き   設定済み  75日  

水産振興課 水産振興課 沿岸漁場整備開発法
第20条
第1項

 指定法人の業務
実施計画の変更の
認可

 設定済み

 沿岸漁場整備開発法の
運用について（昭和58年
9月30日 水振第2486号：
水産庁長官通達）

 申請窓口等に備置き   設定済み  75日  

水産振興課 水産振興課 水産資源保護法
第22条
第1項

 保護水面区域内
での工事の施行の
許可

 設定済み
 保護水面関係法令通達
集
（平成８年８月水産庁）等

 申請窓口等に備置き   設定済み  45日  

水産振興課 水産振興課 海洋水産資源開発促進法
第13条
第1項

 資源管理協定が
適当である旨の認

 未設定    先例なく設定困難  設定済み  75日  

水産振興課 水産振興課 海洋水産資源開発促進法
施行令
第9条

 資源管理協定の
変更の認定

 未設定    先例なく設定困難  設定済み  75日  

水産振興課 水産振興課
海洋生物資源の保存及び管理に
関する法律

第14条
第1項

 協定が適当である
旨の認定

 未設定    先例なく設定困難  設定済み  75日  

水産振興課 水産振興課
海洋生物資源の保存及び管理に
関する法律

第14条
第2項

 協定の変更の認
定

 未設定    先例なく設定困難  設定済み  75日  

水産振興課 水産振興課 漁業法
第124
条

 協定が適当である
旨の認定

 未設定    その他  未設定   その他



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

水産振興課 水産振興課 漁業法
施行令
10条

 協定の変更の認
定

 未設定    その他  未設定   その他

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 漁港漁場整備法
第37条
第1項

漁港施設の処分の
許可

設定済み

漁港法における漁港の
維持管理に係る許認可
等の行政処分について
（水産庁通達）

 申請窓口等に備置き 設定済み 10日

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 漁港漁場整備法
第37条
第2項

行政財産である特
定漁港施設の貸し
付け

未設定  先例なく設定困難 未設定  先例なく設定困難

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 漁港漁場整備法
第38条
第1項

漁港施設利用の方
法、利用料の料率
の認可・変更の認
可

設定済み

漁港法における漁港の
維持管理に係る許認可
等の行政処分について
（水産庁通達）

 申請窓口等に備置き 設定済み 10日

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 漁港漁場整備法
第39条
第1項

漁港区域内の水域
又は公共空地にお
ける行為の許可

設定済み

漁港法における漁港の
維持管理に係る許認可
等の行政処分について
（水産庁通達）

 申請窓口等に備置き 設定済み 20日

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 海岸法
第7条
第1項

海岸保全区域の占
用の許可

設定済み
海岸法の施行について
（農林水産省通達）

 申請窓口等に備置き 設定済み 10日

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 海岸法
第8条
第1項

海岸保全区域内の
行為の許可

未設定  その他 設定済み 10日

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 海岸法
第13条
の2第1
項

海岸管理者以外の
者が施行する工事
の承認

設定済み 海岸法の施行について
（農林水産省通達）

 申請窓口等に備置き 設定済み 10日

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 海岸法
第14条
第3項

操作規程 未設定  先例なく設定困難 未設定  先例なく設定困難

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 公有水面埋立法
第2条
第１項

公有水面埋立の免
許

設定済み
公有水面埋立法の一部
改正について（建設・運
輸省通達）

 申請窓口等に備置き 設定済み 140日

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 公有水面埋立法
第13条
の2第1
項

出願事項変更の許
可

設定済み
公有水面埋立法の一部
改正について（建設・運
輸省通達）

 申請窓口等に備置き 設定済み ２0日

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 公有水面埋立法
第14条
第1項

他人の土地に対す
る一時使用の許可

未設定  法令に基準あり 設定済み １０日

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 公有水面埋立法
第16条
第1項

埋立権の譲渡の許
可

未設定  先例なく設定困難 設定済み １４日

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 公有水面埋立法
第22条
第1項

竣功認可 設定済み

認行為）
①埋立免許の内容及び
条件に違反していないこ
と。
②工事の実施設計の認
可を受けたものについて
は、工事実施設計書に
適合していること。
③埋立てに関する工事
の施工区域を分割し、各
工区に異なる竣功期間
の指定を受けたものにつ
いて竣功認可を行うとき
は、その竣功認可が残
工事の竣功に妨げとなら
ないこと及び公益に害が
ない場合に限ること。

 申請窓口等に備置き 設定済み 20日

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 公有水面埋立法
第23条
第１項

埋立認可前の埋立
地使用の許可

未設定  先例なく設定困難 設定済み 10日

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 公有水面埋立法 第27条
埋立地に関する処
分の許可

未設定  法令に基準あり 設定済み 10日

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 公有水面埋立法
第29条
第1項

埋立地の用途と異
なる利用の許可

未設定  法令に基準あり 設定済み 15日

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 公有水面埋立法 第34条
失効した免許の効
力復活処分

未設定  法令に基準あり 設定済み 15日

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 公有水面埋立法
第35条
第1項

原状回復義務の免
除

未設定  法令に基準あり 設定済み 15日



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 公有水面埋立法 第36条
無免許の埋立地に
対する原状回復義
務の免除

未設定  法令に基準あり 設定済み 15日

漁港漁村整備課 漁港漁村整備課 公有水面埋立法施行令
第8条
第1項

免許告示後の施設
について損害補償
又は損害防止施設
の請求可能な公有
水面利用施設設置
許可

未設定  先例なく設定困難 設定済み 80日



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

地域農業振興課 地域農業振興課
大分農業文化公園の設置及び管
理に関する条例

第6条

 オートキャンプ場、
コテージ及びクライ
ンガルテンの利用
の許可

 設定済み

 大分農業文化公園の設
置及び管理に関する条
例に基づく「利用の許
可」に係る運用について

 申請窓口等に備置き   設定済み  1日  

地域農業振興課 地域農業振興課
大分県都市農村交流研修館の設
置及び管理に関する条例

第4条
 大分県都市農村
交流研修館の利用
の許可

 設定済み

 大分県都市農村交流研
修館の設置及び管理に
関する条例に基づく「利
用の許可」に係る運用に
ついて

 申請窓口等に備置き   設定済み  1日  

地域農業振興課
大分県農林水産
研究指導セン
ター林業研究部

大分県農林水産研究指導セン
ター機械器具貸付規則

第２条  許可条件  未設定    法令に基準あり  設定済み  1日  

新規就業・経営
体支援課

農業大学校
大分県立農業大学校の設置及び
管理に関する条例施行規則

第１３条
 農学部休学の許
可

 設定済み
 大分県立農業大学校管
理運営規程第１８条

 申請窓口等に備置き   未設定  
 難易差があり設定困
難

新規就業・経営
体支援課

農業大学校
大分県立農業大学校の設置及び
管理に関する条例施行規則

第１３条
の２

 農学部復学の許
可

 未設定    その他  未設定  
 難易差があり設定困
難

新規就業・経営
体支援課

農業大学校
大分県立農業大学校の設置及び
管理に関する条例施行規則

第１３条
の３

 農学部退学の許
可

 設定済み
 大分県立農業大学校管
理運営規程第２１条

 申請窓口等に備置き   未設定  
 難易差があり設定困
難

新規就業・経営
体支援課

農業大学校
大分県立農業大学校の設置及び
管理に関する条例施行規則

第２０条
 入寮しない（通学
の）許可

 設定済み
 大分県立農業大学校管
理運営規程第２８条

 申請窓口等に備置き   未設定  
 難易差があり設定困
難

畜産技術室 畜産技術室 大分県種畜条例 第７条
 種畜証明書の書
換交付

 未設定    法令に基準あり  設定済み  10日  

畜産技術室 畜産技術室 大分県種畜条例 第８条
 種畜証明書の再
交付

 未設定    法令に基準あり  設定済み  10日  

畜産技術室 畜産技術室 大分県種畜条例 第6条  種畜証明書の交  未設定    法令に基準あり  設定済み  10日  
畜産技術室 畜産技術室 大分県種畜条例 第7条  証明書の書換交  未設定    法令に基準あり  設定済み  10日  
畜産技術室 畜産技術室 大分県種畜条例 第8条  証明書の再交付  未設定    法令に基準あり  設定済み  10日  

畜産技術室 畜産技術室 大分県種畜条例施行規則 第2条  種畜の検査  未設定    法令に基準あり  未設定  
 難易差があり設定困
難

畜産技術室 畜産技術室 県有種畜の貸付等に関する規則 第2条  県有種畜の貸付  未設定    法令に基準あり  設定済み  18日  

畜産技術室 畜産技術室 県有種畜の貸付等に関する規則
第3条
第1項

 貸付期間の延長  未設定    法令に基準あり  設定済み  18日  

畜産技術室 畜産技術室 県有種畜の貸付等に関する規則 第15条
 種畜の飼養管理
の委託承諾

 未設定    法令に基準あり  設定済み  18日  

畜産技術室 畜産技術室
大分県県有種畜の無償貸付けに
関する規則

第６条
第１項

 種畜の無償貸付
け

 未設定    法令に基準あり  設定済み  18日  

畜産技術室 畜産技術室
大分県県有種畜の無償貸付けに
関する規則

第4条  貸付期間の延長  未設定    法令に基準あり  設定済み  18日  

畜産技術室 畜産技術室
大分県県有種畜の無償貸付けに
関する規則

第６条  種畜の返納  未設定    法令に基準あり  設定済み  18日  

畜産技術室
畜産技術室 大分県和種種牛計画生産規則 第2条

 基礎牛の指定
基礎種牛指定証の
交付

 未設定    法令に基準あり  設定済み  8日  

畜産技術室
畜産技術室 大分県和種種牛計画生産規則 第11条

 基礎種牛証明書
の再交付

 未設定    法令に基準あり  設定済み  8日  

畜産技術室
畜産技術室 大分県和種種牛計画生産規則 第13条

 基礎牛証明書の
書換交付

 未設定    法令に基準あり  設定済み  8日  

畜産振興課
畜産振興課 大分県家畜保健衛生所条例 第3条

 獣医師の家畜保
健衛生所施設の利
用に対する知事の
許可

 未設定    法令に基準あり  設定済み  7日  

畜産振興課
畜産振興課 家畜等の移動制限に関する規則 第3条

 移動制限時の知
事の許可を受けた
県内への移入

 設定済み

 家畜防疫対策要綱
豚コレラに関する特定家
畜伝染病防疫指針
高病原性インフルエンザ
に関する特定家畜伝染
病防疫指針
口蹄疫に関する特定家
畜伝染病防疫指針

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  7日  

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（条例、規則）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（条例、規則）

担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間

森との共生推進
室

指定管理者
大分県県民の森における公の施
設利用規則

第3条
第1項、
第2項

 施設等の利用承
認

 設定済み
 大分県県民の森におけ
る公の施設利用許可に
係る審査基準

 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  7日  

森との共生推進
室

指定管理者
大分県県民の森における公の施
設利用規則

第8条
第2項

 施設における行為
の承認

 未設定    先例なく設定困難  未設定   先例なく設定困難

環境保全課 漁業管理課 大分県公害被害救済措置条例 第11条  漁場被害の認定  設定済み  H6
 申請者等の求めに応じ
て提示

  設定済み  50日  


